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従 業 員 に よ る 通 勤 費 の 不 正 受

給 につ い て 相 談 を 受 ける こ と が

あります。先日もある顧問先様か

ら相談を受けました。  
最近は、健康のために、会社や

自 宅の 最 寄 り 駅 の 一 つ手 前 の 駅

で乗降車して、一駅分歩くといっ

たケースもあると思います。通常

は 自宅 か ら 電 車 の 駅 まで バ ス を

使っているけれども、バスの時刻

に 遅れ そ う な の で 電 車の 駅 ま で

家族に車で送ってもらった（楽な

のでそれが通常になった）という

ケースもあると思います。  
このように、会社に申告してい

る 通勤 経 路 ・ 手 段 と は異 な る 経

路 ・手 段 を 利 用 す る ケー ス に も

様々なケースがあることから、ど

こ から 不 正 受 給 と し て懲 戒 処 分

の 対象 に す べ き か 判 断に 迷 わ れ

ることがあるようです。  
考え方としては、通勤費の支払

い は法 律 上 の 義 務 で はな い の で

ど のよ う な 場 合 に 通 勤費 を 支 給

す るか は 使 用 者 が 決 める こ と が

できるという原則、通勤費に関す

るルールの明確化・周知、会社の

事務手続の簡略化、従業員の利得

の 防止 と い っ た 点 か ら考 え る 必

要があると思います。  
不正受給の典型的な例は、通勤

費として 1 か月分の定期代を支給

するというルールのもとで、引っ

越 しし て 定 期 代 が 安 くな っ た に

もかかわらず、それを故意に届け

出 ずに 差 額 を 不 正 に 受給 す る と

いったケースや、定期券を購入す

る つも り が な い に も かか わ ら ず

定期代を申告し、自転車通勤し定

期 代を 領 得 す る と い った ケ ー ス

です。こういったケースでは、不

正受給の期間、領得した金額の多

寡 や不 正 に 領 得 す る 意思 の 認 定

の 程度 に よ っ て は 懲 戒解 雇 や 諭

旨解雇にも相当します。  
一方、定期券を購入したが、健

康のため、ほぼ毎日自転車通勤し

ている（雨の日だけ公共交通機関

を利用する）といったケースはど

うでしょうか。会社としては、使

わ ない 定 期 券 の 購 入 代金 を 会 社

が 支給 す る の は お か しい の で は

な いか ？ 従 業 員 の 不 正受 給 で は

な いの か ？ と 考 え る のも 理 解 で

きなくはありません。  
ただ、実際に定期券を購入して
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いる以上、従業員に金銭の利得は

ありませんし、目的も健康のため

ということですので、私の考えで

は、懲戒処分にするのではなく、

ルールを徹底したり、指導したり

す るこ と で 対 応 す べ きケ ー ス か

と思います。  
あ ら た め て 賃 金 規 則 を 見 て み

ると、意外に通勤費、通勤手当の

ル ール と い う の は 明 確で は な い

規則もあると思いました。例えば、

通 勤費 実 費 を 支 給 す ると い う 記

載ですと、実際に公共交通機関を

利 用し た 場 合 に 実 費 を支 給 す る

と解釈できそうですが、梅雨の時

期 には 自 転 車 通 勤 し ない と す る

と毎日実費精算するのか、定期代

の 方が 安 い の で 定 期 券購 入 代 金

を支給するのか等々、考えること

が色々ありそうです。  
い ち い ち 実 費 精 算 す る 事 務 手

続の煩雑さを考えると、 1 か月な

いし 6 か月の定期券を購入しても

らい、領収書を提出させ、その定

期 代を 通 勤 費 と し て 支払 う こ と

とし、一駅分歩いたり、自転車通

勤する日があっても、それは従業

員の判断に任せ、ほぼ毎日自転車

通 勤と い う 場 合 で た まに 電 車 に

乗 るこ と が あ っ て も 定期 代 以 外

の通勤費支給は認めない、といっ

たルールが明確で、従業員の利得

も防ぐことができますし、違反し

た 場合 に 懲 戒 処 分 を しや す い の

ではないかと思います。  
最後にご参考までに、通勤費の

裁判例ではないですが、住宅手当

等 の不 正 受 給 で 懲 戒 解雇 が 有 効

と され た 最 近 の 裁 判 例を ご 紹 介

します（東京地方裁判所平成 30
年 5 月 30 日判決）。この事件では、

3 年以上の期間において、本来行

う べき 申 請 を 行 わ な かっ た と い

うにとどまらず、積極的に虚偽の

事 実を 申 告 し て 各 種 手当 を 不 正

に受給したりするなど、雇用関係

を 継続 す る 前 提 と な る信 頼 関 係

を 回復 困 難 な 程 に 毀 損す る 背 信

行為を複数回にわたり行い、会社

に 400 万円を超える損害を生じ

させたとして、懲戒解雇が有効と

されました。妥当な判決かと思い

ます。このケースでは損害も 400
万円と高額ですが、そこまでいか

な くて も 積 極 的 に 虚 偽の 事 実 を

申告したようなケースでは、信頼

関 係が 失 わ れ て い る とし て 懲 戒

解 雇等 の 厳 し い 処 分 を検 討 す る

こ とが 多 い の で は な いか と 思 い

ます。  
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